
○国立大学法人長岡技術科学大学基金規則 

平成28年３月10日 

規則第12号 

改正 平成29年３月31日規則第13号 平成30年３月30日規則第10号 

令和３年３月19日規則第29号 令和７年10月９日規則第８号 

令和７年12月８日規則第９号 
 

（設置） 

第１条 国立大学法人長岡技術科学大学（以下「本学」という。）に、長岡技術科学大学

基金（以下「大学基金」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 大学基金は、本学における学生支援及び教育研究活動の充実発展に寄与すること

を目的とする。 

（運営） 

第３条 大学基金の運営は、次条第１項各号の基金ごとに独立して行うものとし、それぞ

れ当該基金への寄附（現物資産を含む。）、運用益並びにその他事業による収益をも

って充てる。 

（種類） 

第４条 大学基金の種類は、次に掲げるとおりとする。 

一 長岡技術科学大学修学支援基金（以下「修学支援基金」という。） 

二 長岡技術科学大学教育研究支援基金（以下「教育研究支援基金」という。） 

２ 修学支援基金及び教育研究支援基金は、国立大学法人法第22条第１項第１号から第５

号に規定する業務に充てるものとし、基金が行う事業に関し必要な事項は別に定める。 

（運営委員会） 

第５条 大学基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、長岡技術科学大学基金運

営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（寄附の使途の特定） 

第６条 学長は、寄附の受入れの決定に当たり、寄附者があらかじめ使途を特定しない場

合においては、これを特定しなければならない。 

２ 前項の場合において、次の各号に掲げる目的と特定された寄附にあっては、当該各号

に定める基金として整理するものとする。 

一 経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業に充当する目的 修学支援基

金 

二 教育研究等の支援その他の前号の事業以外の事業に充当する目的 教育研究支援

基金 

（使途の変更） 

第７条 修学支援基金に対する寄附の使途は、変更してはならない。 

（寄附の受入れ及び経理） 



第８条 第４条第２項の事業を終了する場合において、なお残余のあるときは各基金へ戻

し入れるものとする。 

２ 現物資産を基金に組み入れた場合の経理は、他の基金と区分して行う。 

３ 寄附の受入れ及び経理については、この規則に定めるもののほか、国立大学法人長岡

技術科学大学寄附金経理事務取扱要項の定めるところによる。 

（基金明細書） 

第９条 基金については、基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査

を受け、毎事業年度終了後３月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを

作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から５年間保存するものとする。 

（大学基金の事務） 

第10条 大学基金の事務は、関係各課の協力を得て、総合情報課において処理する。 

（雑則） 

第11条 この規則に定めるもののほか、大学基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人長岡技術科学大学基金規程（平成27年９月８日規程第６号。以下「基金

規程」という。）は、廃止する。 

３ この規則の施行前に受け入れた基金規程による長岡技術科学大学基金（以下「旧基金」

という。）は、教育研究支援基金の資金として取り扱うものとする。ただし、基金規

程の施行の際、旧基金の資金として取り扱うものとした長岡技術科学大学30周年記念

奨学金に相当する額（この規則の施行前に基金規程により給付したものを除く。）に

ついては、これを修学支援基金の資金として取り扱うものとする。 

附 則（平成29年３月31日規則第13号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第10号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月19日規則第29号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年10月９日規則第８号） 

この規則は、令和７年10月９日から施行する。 

附 則（令和７年12月８日規則第９号） 

この規則は、令和７年12月８日から施行する。 


